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1. はじめに

コーパスを使った研究や学習の機会が増大しているが，利用者にとっては所望の情報に円滑にアクセ

スするための検索システムが必須で，たとえばGoogle やYahoo などの検索サイトが有名である。そうし

た検索エンジンの開発が盛んで，科研費研究の対象分野でもある。他方，コーパスは著作物であること

から著作権の問題が生起するが，IT 時代に法律が対応しきれておらず混乱や萎縮が心配され，「教育機

関の著作権法に関する理解が不十分」（文化庁長官官房著作権課, 2017）との意見もある。

ところで，現在，国において柔軟な権利制限規定を盛り込む著作権法改正が検討されている。その資

料では，所在検索サービス（広く公衆がアクセス可能な情報の所在を検索可能にするとともに，その一

部を検索結果と併せて表示するサービス）にあっては「インターネットにアップロードされている著作

物に限れば，現在も提供可能」（文化庁長官官房著作権課, 2018）と明記されている。

2. 目的

コーパス構築とコーパス検索エンジン開発における著作権の処理実態をあきらかにする。

3. 方法

コーパス構築とコーパス検索エンジン開発の研究を行ってきた専門家が集まる言語処理学会の学会誌

「自然言語処理」及び年次大会発表論文集に掲載されている論文で著作権の処理実態を調査した。対象

は，1994 年の第 1 巻から第 24 巻（2017 年）までの学会誌 565 本と，2004 年から 2017 年までの発表論

文集 3,863 本，あわせて 4,428 本である。文中に「コーパス」と「著作権」を含む論文を，NaCSE で検

索した。NaCSE（2018）は言語処理学会の論文を検索する専用のオープンサイトである。

4. 結果

コーパスと著作権を同時に含む論文は 66 本あり，本文に共起した論文は 40 本であった。本文共起と

は，同一文脈にコーパスと著作権が出現したことを意味する。これらを調査したところ，構築したコー

パスにおける著作権の扱いは 7 つに分類され（表 1），扱いを決めた要因は 7 つに整理された（表 2）。

表 1.

コーパス構築における著作権の扱い

表 2.

著作権の扱いを左右した主な要因

1. 著作権処理を実施して公開

2. 保護期間終了の著作物のみ公開

3. 公開を断念

4. 解析結果（例：n-gram）のみ公開

5. 元著作物へのリンクを公開

6. （疑似）テキストを生成して公開

7. クリエイティブ・コモンズで公開

A. 著作物が自前か否か

B. 著作権保護期間内か否か

C. 著作権者が少数か膨大か

D. 著作物がウェブ公開か否か

E. 公開が目的か否か

F. 必要なのは著作物本体か解析結果か

G. 製作者の予算と人員の大小
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例えば国立国語研究所は書籍だけで 24,000件の著作権処理を職員4名とアルバイトのチームを編成し

て 5 年の歳月をかけて行なった（前川，2010）。同じ国立国語研究所の浅原・岡（2017）は，「国語研日

本語ウェブコーパス」の公開にあたり元データへのリンクを貼ることで解決している。書籍にあっては

ウェブのようにリンクは貼れないので，藤田ら（2017）の絵本検索システム「ぴたりえ」では，絵本の

表紙を表示するだけにとどめている。さらに山田ら（2017）は二言語並行コーパス構築にあたり日本記

者クラブと覚書を締結している。中條ら（2016）はウェブコーパスで収集した英文を元に英文を自作し

クリエイティブ・コモンズとして公開している。また，渋木ら（2014）のようにコーパス公開を断念し

たり，解析結果のみを公開する例や擬似文を自動生成する例（伊藤, 2014）も見られた。

5. 考察

コーパスと検索エンジンを公開するか否かは開発目的により異なり，公開可能か否かは個々の著作物

により異なることから，一律に論じることはできない。しかし，著作権問題に萎縮して放棄あるいは禁

止したり，さらには法律論に深入りするよりも，表 2 で見た事情に応じて，表 1 の対処方法を目安にす

ることが現実的であり，著作権法の精神「この法律は，（中略）著作者等の権利の保護を図り，もつて文

化の発展に寄与することを目的とする」（第一条）に沿うものではないかと思量される。

2 万件を越える著作権処理を行った前川（2010）はフェアユース導入を推奨している。フェアユース

は，米国で実施されており，公正な利用であれば許諾を得ることなく利用できるとしたものである。

フェアユース同様に，許諾なく著作物を利用できる条件を著作権者自らが示したものにクリエイティ

ブ・コモンズ・ライセンス（CCL）がある。CCLは著作物の流通促進を目的としている。例えばWikipedia，

YouTube，TED，初音ミク，学術誌Nature などがCCLを採用している。

内閣は IT 時代に対応した「柔軟な権利制限規定」を含む著作権法改正案を国会に提出，可決された（5

月 18 日）。教育メディア学術団体にあっても，世情に合わせた著作権への理解と対応が求められている。
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